
お問い合わせは　
東峰村宝珠山庁舎　総務課（電話：72‐2311）まで　

総務課 ◆定額給付金についてのお知らせです

　東峰村では、景気後退下での住民への生活支援を行ない、あわせて住民に広く給付することにより、
地域の経済対策に資することを目的として３月 16日（月曜日）から定額給付金の申請受付を開始しま
した。
　各御家庭に郵送をしています申請書に必要事項を記入し、本人確認用の資料（運転免許証、住基カード、
保険証の写し等）、振込口座の確認のための通帳の写しを添えて返信用封筒で返送してください。また、
宝珠山庁舎（総務課）、小石原庁舎（住民福祉課）に於いても受付を行います。
　なお、給付金の具体的な内容は以下のとおりです。

●給付対象者および申請・受給者 
　給付金の給付対象者は、「基準日」（平成 21年２月１日）において、①または②のいずれかに当ては
まる人 
　①東峰村の住民基本台帳に記録されている人　
　②東峰村の外国人登録原票に登録されている人 （不法滞在者及び短期滞在者のみ対象外）
　申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主
　外国人については、各給付対象者
●給付額
　給付対象者１人につき 12,000 円
　（ただし、基準日において 65歳以上の人及び 18歳以下の人については 20,000 円）
●申請及び給付の方法
　原則として、次の①、②及び③の方式の組み合わせで実施
　（③の方式は口座等が無いなど①及び②によりがたい場合）
　①郵送申請方式：振込先口座を記した申請書を本人確認書類とともに市町村に郵送し、振り込みによ
　　　　　　　　　り受給
　②窓口申請方式：振込先口座を記した申請書を本人確認書類とともに窓口で提出し、振り込みにより
　　　　　　　　　受給
　③窓口現金受領方式：申請書を本人確認書類とともに窓口で提出し、後日、現金により受給
申請期限は９月 16日（水曜日）までとなっておりますので、お早目の申請をよろしくお願いします。

◆定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」にご注意ください !!
　現在申請受付をしています「定額給付金」について、既に他県においては「定額給付金」に関連した
振り込め詐欺の未遂事件が発生しています。

このため、「定額給付金」に関して、
● 市区町村や総務省などが ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いすることは、
　 絶対にありません。
● ATM を自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
● 市区町村や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対に
　 ありません。

　ご自宅や職場などに市区町村や総務省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、不審な郵便
が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談電話（♯ 9110））にご連
絡ください。
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くらし情報

４ 月
○危険物取扱者試験

　平成 21年度の試験は、３回実施されます。
第１回試験 第２回試験 第３回試験

受付開始 ４月20日 ９月16日 12月16日
締切日 ５月１日 10月２日 １月12日

試験の種類 全種類 全種類 全種類
試験日 ６月21日 11月22日 ２月28日

試験地区
北九州、太宰府、大牟田、
久留米、飯塚、苅田

なお、受験者のための準備講習会を開催しています。
第１回目については５月20日に実施します。２回目、
３回目については、それぞれの願書受付開始日頃に消
防本部予防課にお尋ねください。
■問合せ先：甘木・朝倉消防本部　予防課
　　　　　　電話：23‐2752

○裁判所職員採用試験
　裁判所事務官採用Ⅰ・Ⅱ種試験
　家庭裁判所調査官補採用Ⅰ種試験
■受付期間：４月15日（水）まで
■第１次試験日：５月31日（日）
■受験資格：昭和54年４月２日～昭和 63 年４月１日
　　　　　　までに生まれた方
※受験案内及び受験申込書は最寄の裁判所で配布して
います。
■問合せ先：福岡地方裁判所事務局人事課
　　　　　　電話：092‐781‐3141
　　　　　　福岡家庭裁判所事務局総務課
　　　　　　電話：092‐711‐9651

最高裁ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/）

○第５回成年後見人講座
　後見人となられた人、あるいはこれから後見人にな
られる予定の人を対象に、後見人としての心構え、後
見人がする普段の仕事、後見人でもできること、やっ
てはいけないこと、また、こんなときには後見人として
どうすればよいかなど、わかりやすくお話いたします。
お気軽にご参加ください。なお、本講座は予約制となっ
ています。
■日時：４月18日（月）13：00 ～15：00
■会場：電気ビル５号会議室
　　　　（福岡市中央区渡辺通二丁目１番 82号）
■参加費：無料
■問合せ先：電話：092‐738‐1666
　　社団法人　成年後見センター・リーガルサポート
　　福岡支部事務局

○訪問看護師養成講習会
　訪問看護を開始する看護師等が、訪問看護に必要
な基本的知識・技術を修得することを目的とした講習
会を開催する。
■日程：６月上旬～10月上旬中での31～32日間
　　　　（9：30 ～16：30　週１日から週２日程度）
　　　※期間・曜日は変動する可能性あり。
■会場：講義：ナースプラザ福岡
　　　   実習：県内諸施設
■受講資格：下記の２点をいずれも満たす者を対象と
する。
①これから訪問看護を始めようとする者、または訪問
　看護に従事している者
②３年以上の看護の実務経験があること
■募集人員：50名
■資料代等：42,000 円
■申込締切：４月 30日（木）
■申込方法：申込書は４月30日（木）までに下記の福
岡県ナースセンターまで郵送
（90円切手を貼った返信用封筒を同封）、または、メー
ルにてお申込ください。申込書は、福岡県看護協会
（http://www.fukuoka-kango.or.jp）
ホームページより、ダウンロードできます。
■主催：福岡県・社団法人福岡県看護協会
■問合せ先：
福岡市東区馬出４丁目10 番１号「ナースプラザ福岡」
社団法人福岡県看護協会　福岡県ナースセンター
　　　　電話：092‐631‐1221
　　　　FAX：092‐631‐1223

e‐mail：houmon@fukuoka‐kango.or.jp

○保健・衛生・環境・福祉関係の講
　演会や研修を行っています
　朝倉保健福祉環境事務所では、皆様の研修会等に
「出前講座メニュー 一覧」の中から、ご希望のテーマ
について職員を無料で講師として派遣します。
　開催希望日の１ヶ月前までに電話でお問い合わせく
ださい。　　
（注：土・日・祝祭日及び年末年始は閉庁となります。）
【出前講座メニュー一覧】
★薬物乱用防止
★職場（事業所）の生活習慣病予防
★感染症予防
★エイズ・性感染症
★お酒（アルコール）について
★地球温暖化のお話
★家庭でできる食中毒予防
■問合せ先：福岡県朝倉保健福祉環境事務所　
　　　　　　総務企画課　企画指導係
　　　　　　電話：22‐4185　FAX：24‐9260

試　験

みそ汁を作る時、お玉に取ったみそを少量の日本酒で溶いて作ると、よりおいしく仕上がります。

講座・講習会



○暴力被害集中相談
　暴力団等による暴力被害者の早期救済を目的に、警
察、弁護士会、県暴追センター等が連携して、下記の
とおり面接、電話による集中相談を実施いたします。
　ご相談をお待ちしています。
■日時：４月18日（土）10：00 ～16：00まで
■場所：久留米市暴力追放推進協議会
　　　　（久留米市役所３階）
　　　　　　電話：0942‐30‐9055
■問合せ先：（財）福岡県暴力追放運動センター
　　　　　　電話：092‐651‐8938

○子どもの養育費等に関する法律相談
　福岡県母子家庭等就業・自立支援センターでは、母
子家庭の養育費や金銭の貸借問題などの生活上の問
題に関する弁護士による無料法律相談を下記のとおり
実施しています。
■昼間の相談

日　　　程 時　　　間
６月３日（水） 13：00 ～15：00

■夜間の相談
日　　　程 時　　　間
４月８日（水）

18：30 ～20：30

４月22日（水）
５月13日（水）
５月27日（水）
６月10日（水）
６月24日（水）

■場所：春日市原町３丁目
　　　　クローバープラザ東棟　６階
　　　　福岡県母子家庭等就業・自立支援センター
　　　　（福岡県母子寡婦福祉連合会　事務局内）
　相談希望者は、相談日前日までに福岡県母子寡婦福
祉連合会に予約をしてください。
（先着順受付　１日４人、１人当りの相談時間は30 分
です。）
■予約電話：092‐584‐3922　平日９:00 ～17:00

○福岡法務局朝倉支局無料法律相談
　福岡法務局朝倉支局において、弁護士による法律相
談を実施します。相談は無料で、秘密は固く守られます。
■日時：４月16日（木）13:00 ～16:00
■場所：福岡法務局朝倉支局１階相談室
　　　　（朝倉市菩提寺480‐６）
■相談時間：一人30 分
■定員：６人　※申込先着順
■申込方法：電話により予約（8:30 ～17:15）
※資力基準を満たす人を対象としますので、申込時に

収入などをお尋ねします。
■問合せ先：福岡法務局朝倉支局
　　　　　   電話：22‐2455　　FAX：22‐0676

○法テラスの日の無料相談会
　日本司法支援センター（法テラス）では、法テラス
の日（4月10日）にちなみ、弁護士会または司法書士
による無料法律相談会を開催します。
■相談内容：離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル、
不動産などの民事全般）
■相談料：無料
事前に申込が必要です。
※地区により実施日が異なります。詳細は下記連絡先
までお問合せください。
■問合せ先：法テラス福岡　民事法律扶助係
　　　　　　電話：050‐3383‐5502
　　　　　　法テラス北九州　民事法律扶助係
　　　　　　電話：050‐3383‐5506

○振り込め詐欺被害救済無料電話相談
　「オレオレ詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金等詐欺」
「架空請求詐欺」といった振り込め詐欺に関する被害
の救済方法について司法書士が相談に応じます。
■開催日時：４月25日（土）10：00 ～16：00
■相談方法：電話相談のみ
■相談用電話番号：092‐724‐9505
※相談会当日以外も同番号にて平日18：00 ～20：00
まで相談を受付いたします。
■主催：福岡県青年司法書士協議会
■担当者：司法書士　柿木高紀

○無料・日曜遺言公証法律相談
■相談担当：日田公証役場公証人
■予約制：平日に事前電話を受付します。
　　電話：0973‐24‐6751
■相談日：（原則日曜日）
　　　４月５・19日、５月24・31日、６月14･28日
■場所：日田公証役場
　　　　（市役所前交差点角・第２光ビル２Ｆ）

相　談
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東峰村バレエクラブ会員募集！
バレエが基本の健康体操！誰でも気軽にできます！
場    所：小石原公民館　大会議室
開催日：毎週火曜日（祝日休）PM7:00 ～ 8:15
講    師：則松典子氏
月    謝：3,500 円　
お問合せ先：金光亜由子　電話：0946‐74‐2077

〈有料広告〉

見学はご自由にどうぞ

◆髙倉村長　３月の動き

５（木）自治公民館発表会

８（日）東峰村文化祭

10（火）定例議会（13日まで）

14（土）東峰中学校卒業式

16（月）福岡県畜産協会総会

17（火）宝珠山小学校卒業式

19（木）東峰村要保護児童対策協議会

23（月）消防委員会

３ 　 M a r c h

24（火）
・森林管理所小石原事務所竣工式
・山村留学生修了式

25（水）甘木・朝倉広域圏議会定例会

26（木）小石原保育園卒園式

27（金）
・美星保育所卒園式
・らぶすぽ東峰設立総会

28（土）山村留学生入所式

髙倉村長　３月の動き

※村長の行動記録からいくつか抜粋し紹介した
ものです。

■相談内容：遺言のほか、相続、高齢者等の財産管理、
土地・建物の賃貸借・売買、金銭貸借、離婚、尊厳
死宣言、会社定款など
■開催時間：9:00 ～17:00（１組50 分）

○母子家庭のお母さんの就労支援
　当センターでは、町村在住の母子家庭のお母さん（児
童扶養手当受給者）を対象にハローワークと連携して
就労を支援する事業を実施しています。
　支援を希望される方は、下記までご連絡ください。
なお、面談は対象者が居住されている町村役場で実施
されます。
■問合せ先：福岡県母子家庭等就業・

自立支援センター
　　　　　　電話：092‐584‐3931

○養育費の電話相談
　当センターでは、母子家庭のお母さん又は離婚協議
中の方を対象に養育費の電話相談を実施しています。
相談を希望される方は、下記までご連絡ください。なお、
受付時間は平日の9:00 ～16:00までです。
■問合せ先：福岡県母子家庭等就業・

自立支援センター
　　　　　　電話：092‐584‐3931

○その悩み、一度相談されませんか
～教育相談のお知らせ～

　甘木・朝倉広域圏総合教育センターでは、専門の先
生がどんな教育相談にも応じます。月曜日から金曜
日まで、電話による相談及び面接相談をしています。
また、メインアドバイザーによる面接相談もできま
す。お気軽にご相談ください。

■日時：電話相談及び面接相談
　　　　　月曜日～金曜日　9:00 ～ 16:30
　　　　メインアドバイザーによる面接相談
　　　　　※事前に予約が必要です。

相談希望日時を調整し、面談日を決定します。
■場所：甘木・朝倉市町村会館
　　　　甘木・朝倉広域圏総合教育センター内
　　　　電話：22‐3399　

○心の相談
　毎週火曜日に精神科の専門医による、精神障害・思
春期・アルコール・認知症などの様々な精神保健福祉
相談（心の相談）を実施しています。心配事は自分ひ
とりで考えずに専門家に相談してみてはいかがでしょう
か？予約制となっておりますので、ご連絡をお待ちいた
しております。相談内容については秘密は厳守しており
ます。安心してご連絡ください。
　なお、火曜日以外でも保健師が相談をお受けしてお
ります。
■日時：毎週火曜日（13:00 ～15:00）
　　　   ４月７日・14日・21日・28日
■場所：福岡県朝倉保健福祉環境事務所
■費用：無料
■予約先：福岡県朝倉保健福祉環境事務所
　　　　　保健福祉課　障害福祉係
　　　　　電話：22‐3965　FAX：24‐9260　　　
　　　　　※申込は、電話かFAXでお願いします。

4 月は未成年者飲酒防止
強調月間です

　未成年者の飲酒は、からだや心の発達が盛んな
時期に悪影響を与えます。

お酒は二十歳になってから。
福岡国税局・税務署
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保健師の健康講座

～東峰村妊婦健康診査の公費負担回数 ・内容が変わります～

今
月

の
担当
は国松

で
す

お問い合わせは
東峰村役場小石原庁舎　住民福祉課　保健師（電話：74‐2311）まで　

14

在宅医表 （４月）
朝
倉
在
宅
当
番
医
表

当 番 日 病 医 院 名 所 在 地 T E L 病 医 院 名 所 在 地 T E L
５日（日） 藤井整形外科内科医院 （筑　前）092-926-1417 たかせ小児科医院 （来　春） 21-1146

12 日（日） やまもと内科消化器科 （筑　前） 22-1711 まつざきクリニック （　堤　） 22-1066

19 日（日） 久保山脳神経外科医院 （柿　原） 24-1711 太刀洗病院 （筑　前） 22-2561

26 日（日） 窪山医院 （馬　場） 22-2014 甘木中央病院 （三福町） 22-5550

29 日（水） 甘木中央病院 （三福町） 22-5550 くさば内科クリニック （筑　前） 22-3703

休日夜間急患センタ－内科･外科･小児科（医師会病院内）23-0077

日
田
地
区
在
宅
当
番
医

当 番 日 内　　科 　（市外局番：0973） 外　　科 　（市外局番：0973）
５日（日） 松浦クリニック 中央１ 24-4155 城谷病院 元町 23-6115

12 日（日） 福田医院 清岸寺町 22-1648 五反田胃腸科外科病院 若宮町 23-8386

19 日（日） 聖陵花月クリニック 清水町 27-5050 堀田クリニック 新治町 22-2662

26 日（日）こじかこどもクリニック 渡里 28-8771 秋吉病院 豆田町 23-0808

29 日（水） 若宮病院 南元町 22-7171 大河原病院 隈２ 22-3131
※注意事項　1．診療時間は午前9時から午後5時までです。2．急患に限ります。3．往診はしません。
※救急指定病院　○日田中央病院  TEL23-3181　　　 　　○聖陵岩里病院  TEL22-1600
　　　　　　　　○一ノ宮脳神経外科病院  TEL24-6270　 ○済生会日田病院 TEL24-1100
※問い合わせ先　日田市役所　TEL23-3111( 午後 5時以降は TEL23-0099）
※　　　　　（色つき枠）は外科担当の病院になります。

村の行事 （４/ ５～５/ ５）
月 日 曜日 行　事　予　定 場 所・時 間・備 考

４月５日 日 平成 21年度　東峰村消防団入退団式 東峰中学校　10:00 ～

４月８日 水 入学式（東峰中） 体育館　10:00 ～

４月９日 木 入学式（宝珠山小、小石原小） 各小学校　10:00 ～

４月 12 日 日 消防協会朝倉支部教養訓練 村内

４月 19 日 日 東峰村長選挙 村内

４月 29 日 水 第５回　東峰村山開き 浅間山～岳滅鬼山

５月３日 日 ・岩屋まつり（～４日まで）
・春の民陶むら祭（～５日まで）

・岩屋神社
・小石原焼伝統産業会館（イベント会場）

キ
リ
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リ

今
月
の
納
税

●税目　軽自動車税
　　　　
●納期限　　          ４月３０日（木）
●口座振替日          ４月２７日（月）

東峰村ごみ収集量（平成 21年２月分）（kg）
種　　別 当月分 前月分 増減
可燃ごみ 31,290 34,310 -3,020

資源ごみ 5,120 3,170 1,950

粗大ごみ 2,960 0 2,960

合　　計 39,370 37,480 1,890

人　の　動　き
東峰村 ( 平成 21 年２月末現在） 前月比 あさくら地域 ( 平成 21 年２月末現在） 前月比
人口 2,656 -6 人口 90,959 -31
男 1,237 -1 男 43,022 -25
女 1,419 -5 女 47,937 -6
世帯数 924 -3 世帯数 30,610 -15

　母子保健法に基づき実施される妊婦健康診査の公費負担回数・内容が、平成 21年４月１日から次のとお
り変更されます。
　これから妊娠の届出をする予定の方、又は既に妊娠の届出をして妊婦健康診査を受診されている方は参考
にしてください。

＜東峰村妊婦健康診査の公費負担はココが変わります＞
平成 21年 4月1日から 平成 21年 3月31日まで

公費負担回数 14回分 5回分

支給方法 妊婦健康診査補助券の交付 妊婦健康診査補助券の交付

利用医療機関等
①医療機関（産婦人科等）
※特に地域により規定はありません。
②助産院（所）

福岡県と大分県・佐賀県医師会に加入
の医療機関（産婦人科等）

自己負担
あ　　　　　り

※ご利用機関により異なります。
あ　　　　　り

※ご利用機関により異なります。

備　　　考 平成 21 年 3月 31 日までに母子健康手帳の交付を受けた方で次に該当する
方は役場窓口において平成 21 年 4月 1日から追加交付を行います。
　①出産予定日が平成 21 年 4月 1日以降の方
　②出産予定日が平成 21 年 3月 31 日までの方であっても、平成 21 年 4　
　　月 1日の時点で出産されていない方
※１. 上記に該当される方には個人通知をしています。
※２. 既に交付している妊婦健康診査補助券と引き換えになりますので、
　　  追加交付を受ける場合は現在お持ちの補助券を必ずご持参ください。

妊婦健康診査とは？
　母子保健法に基づき、安心・安全な出産を目的として妊婦に
行う健康診査です。
　内容は、妊娠週（月）数及び妊婦・胎児の状態により異なります。
それ自体今までも、これからも変わるものではありません。
　しかし、近年、「妊婦健康診査を一度も受けていない」、又は
「母子健康手帳の交付を受けず、陣痛が始まって初めて医療機関
を受診する」という、「飛び込み出産」が増加しており、社会問
題となっています。
　今回、妊婦健康診査の公費負担の改正は、そのような危険な
出産を避けるために、妊婦健康診査費用の助成を充実すること
で、妊婦さんが必要な健康診査を受けていただこうとするためのものです。
　今後も妊婦のみなさんが必要な健康診査を受けていただき、より良い状態で出産に臨まれることをお
願いしたいと思います。



編集・発行　東峰村役場企画振興課　　福岡県朝倉郡東峰村大字小石原９４１－９　TEL0946-74-2311
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ひたひこ賞

　　　　　　 作 品 名 ： ブルートレイン寝台特急あかつき

　　　　　　　　撮 影 者 ：井上知美 氏 （東峰村）

　　　　　　　　撮 影 場 所 ：東峰村 （筑前岩屋駅付近）

グランプリ
　　　　　作 品 名 ： 谷間の集落

　　　　　撮 影 者 ：白石淳二 氏 （田川市）

　　　　　撮 影 場 所 ：東峰村 （大行司～筑前岩屋駅）

第２回  ひたひこ写真コンテスト

入 賞 作 品 紹 介

卒　　業　 式

宝珠山小学校 小石原小学校
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